
災害復旧事業計画等作成業務の事務手続きについて（調査業務イメージ図） 
（災害発生～交付決定まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害報告(速報)作成 

（発生後速やかに） 

災害発生 

災害報告書作成 

防災推進室 

防災推進室 

文部科学省 大阪府教育庁 

日程調整 

財務省主計局 

調査実施の通知 

近畿財務局 

（提出） 

（通知） 

（提出） 

事前ヒアリング 

内定通知作成 

交付決定通知作成 

交付申請書作成 

（立会） 

（提出） 

（通知） 

（通知） 

（提出） 

現地調査 

事業計画書作成 

修繕等に伴う設計委託 

工事着手→工事監理委託 

修繕等設計 

工事監理 

(事前着工

届作成) 防災推進室 
（提出） 

（提供） 

現地確認 

・被害状況等調査 

・被害額の概算算出 

・被害写真(動画可)の記

録(被害箇所全て)(注１) 
 

 

被害・復旧図作成 (注 2)

（部位、数量等を記入） 

 

・被害写真・撮影位置図 

・被害数量図作成 (注 3) 

・復旧図作成 
（数量が確認できる復旧図） 

修繕費用の積算等 

・工事費積算内訳書作成 

 

・仕様書(案)作成 
（学校発注の場合） 

 

(注 1)被害写真は、被害の大きさが

わかるように、メジャーを当てるな

どして撮影することが必要 

 

(注 2)施設台帳等を基に作成 

被害配置図のほかに建物立面図等

を用いて柱、梁、壁の亀裂の状況（亀

裂の幅、長さ、方向）を記入した被

害図が必要 

 

(注 3)被害の数量がわかる図面 

 

 

 

被害学校の図面等の

確認(施設台帳等) 

建築士事務所等 

調査業務報告書の提出 

（補助交付手続き用の資料） 

 


